
 

 

（令和８年４月１日現在） 

 

 

１事業所名   社会福祉法人館林市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

                                 

２介護保険事業者番号  １０７０７０００４０ 

 

３代表者名  会 長：三 田 正 信/ 管理者：渡 辺 康 子 

  

４所 在 地      〒３７４－００４３ 

       館林市苗木町２４５２－１（市総合福祉センター１階） 

       電話：７５－７１１１ ＦＡＸ：７５－８１１１ 

 

５事業の目的及び運営の方針 

 当事業所は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護 

支援を提供することを目的とし、提供に当たっては、次の事項に努めます。 

（１） 可能な限り在宅で日常生活を営めるよう支援します。 

（２）利用者の方の選択に基づき、総合的な保健・医療・福祉サービスが提供できる 

   よう努め、特定の事業者に偏することのないよう公正中立を保ちます。 

   利用者は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業 

所の紹介を求めること、また、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求 

めることが可能となります。 

（３） 関係する市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介

護保険施設との連携に努めます。 

 

６職員の職種、員数及び職務内容 

 介護支援専門員：３名 
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※ 介護支援専門員は、業務上知り得た 

利用者の方・ご家族の秘密を保持い 

たします。 

 

 

(1) 居宅サービス計画作成 

(2) 指定居宅サービス事業者等と

の連絡調整 

(3) 介護保険施設への紹介 

(4) 相談援助業務 

(5) 居宅サービス実施状況の把握

等 



７ 営業日及び営業時間（問合わせ） 

  （１）営 業 日      月曜日から金曜日（国民の祝日及び１２月２９日から１月３日 

までを除く。） 

  （２）営業時間  午前８時３０分から午後５時１５分 

           ０２７６－７５－７１１１ 

  （３）その他   ２４時間体制で連絡調整を行っています。 

 

８ 利 用 料      要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので

自己負担はありません。 

         要介護１・２（１０，８６０円） 

要介護３・４・５（１４，１１０円） 

※ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われ 

ない場合、１か月につき要介護度に応じての金額を頂き、当事

業所からサービス提供証明書を発行いたします。 

このサービス提供証明書を後日、館林市の窓口に提出します 

と、全額払戻を受けられます。 

              

９ サービス利用方法 

(1) サービスの利用開始 

  お電話等でお申し込みください。当事業所の介護支援専門員がお伺いいたします。 

  契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

(2) サービスの終了 

① 利用者の方のご都合でサービスを終了する場合 

   文書でお申し出くださればいつでも解約できます。 

② 当事業所でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合 

   がございます。その場合は、終了１か月前までに連絡するとともに、地域の他の

居宅介護支援事業者をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

   ア 利用者の方が介護保険施設に入所した場合 

   イ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の方の要介護認定区分が、要支

援認定区分または非該当（自立）と認定された場合 

   （※再度要介護認定区分の判定になった場合は、本契約書が自動更新されます。） 

   ウ 利用者の方がお亡くなりになった場合 

④ その他 

   利用者の方やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契 

   約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、理由を説明し、サービスを終了



させていただく場合がございます。 

 

１０ 事業の実施地域 館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町及び邑楽町の区域 

 

１１  事故発生時の対応 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたり事故が発生した場合は、市町村・ 

利用者の家族等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

  また、利用者に対する指定居宅介護支援により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

  なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

  保険会社名  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

  連絡先    ０２７６－４５－８９８４ 

  保険名    介護保険・社会福祉事業総合保険 

 

１２  守秘義務に関する事項 

事業者及び従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。ま 

た、退職後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、事務局職員就業規則第 

１９条第２項に明記し、規則の遵守に努めます。 

 

１３  虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要 

な措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従 

業員に周知徹底を図っています。 

（２）虐待防止のための指針を整備しています。 

（３）虐待防止に関する担当者 ： 事務局長 栗 原 芳 浩 

（４）福祉サービス利用者苦情解決制度要綱に基づき、利用者及びその家族からの苦情 

解決に努めます。 

（５）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（６）サービス提供中に、サービス事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報します。 

 

１４  衛生管理等 

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ 

ます。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底



しています。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

  

１５  業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

１６  苦情処理の体制 

 当法人は、利用される皆さまの権利を擁護するとともに、サービスに対する満足感の

向上を図るため、第三者委員を委嘱して苦情処理を適切に処理します。サービスに対し、

不平や不満がございまいしたら、ご遠慮なくお申出ください。 

●苦情処理の手順 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第三者委員 

平 野 一 男   電話 ７５－７８４６ 

細 谷 恵 子   電話 ７３－８７８０ 

 

※ 館林市社会福祉協議会（電話 ７５－７１１１） 

苦情処理責任者 栗 原 芳 浩 苦情受付担当者 植原 あかね 
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〔関係機関〕 

○群馬県国民健康保険団体連合会   電話 ０２７－２９０－１３６３ 

○館林市役所            電話 ０２７６－７２－４１１１ 

○板倉町役場            電話 ０２７６－８２－１１１１ 

○明和町役場            電話 ０２７６－８４－３１１１ 

○千代田町役場           電話 ０２７６－８６－２１１１ 

○大泉町役場            電話 ０２７６－６３－３１１１ 

○邑楽町役場            電話 ０２７６－８８－５５１１ 

 

１７ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 有 ・ 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

令和  年  月  日 

 居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者の方に対して契約書および本書面 

に基づいて重要な事項を説明し、同意を受け交付いたしました。 

 

         事業者 

            所在地 館林市苗木町２４５２番地の１ 

            名 称 館林市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 

         説明者 

            氏 名              ◯印  

 

 私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要 

事項の説明を受け、同意し受領いたしました。 

 

         利用者 

          住 所               

          氏 名              ◯印  

 

         （代理人） 

          住 所               

          氏 名              ◯印（続柄：   ） 


